
昭
和
五
十
二
年
労
働
省
令
第
三
十
号

国
際
協
定
の
締
結
等
に
伴
う
漁
業
離
職
者
に
関
す

る
臨
時
措
置
法
施
行
規
則

国
際
協
定
の
締
結
等
に
伴
う
漁
業
離
職
者
に
関
す
る
臨

時
措
置
法
（
昭
和
五
十
二
年
法
律
第
九
十
四
号
）
の
規
定

に
基
づ
き
、
国
際
協
定
の
締
結
等
に
伴
う
漁
業
離
職
者
に

関
す
る
臨
時
措
置
法
施
行
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
法
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め

る
日
）

第
一
条
　
国
際
協
定
の
締
結
等
に
伴
う
漁
業
離
職
者
に
関

す
る
臨
時
措
置
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
条

第
一
項
第
一
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
日
は
、
別

表
の
中
欄
に
掲
げ
る
特
定
漁
業
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ

ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

（
法
第
四
条
第
一
項
第
二
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め

る
状
態
）

第
二
条
　
法
第
四
条
第
一
項
第
二
号
の
厚
生
労
働
省
令
で

定
め
る
状
態
は
、
法
第
二
条
第
二
項
の
離
職
の
日
（
以

下
「
離
職
日
」
と
い
う
。
）
前
二
年
間
に
毎
年
三
月
以

上
特
定
漁
業
に
従
事
し
、
か
つ
、
当
該
二
年
間
に
毎
年

六
月
以
上
漁
業
に
従
事
し
て
い
た
こ
と
と
す
る
。

（
法
第
四
条
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
期
間
）

第
三
条
　
法
第
四
条
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

期
間
は
、
同
条
第
一
項
の
漁
業
離
職
者
求
職
手
帳
（
以

下
「
手
帳
」
と
い
う
。
）
の
発
給
を
受
け
た
者
に
係
る

離
職
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
と
す
る
。

（
手
帳
の
発
給
の
特
例
）

第
三
条
の
二
　
公
共
職
業
安
定
所
長
は
、
法
第
四
条
第
一

項
に
規
定
す
る
者
の
ほ
か
、
漁
業
離
職
者
で
次
の
各
号

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
認
定
し
た
も
の
に
対
し
て

も
、
そ
の
者
の
申
請
に
基
づ
き
、
手
帳
を
発
給
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

一
　
法
第
四
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
該

当
す
る
者
で
あ
つ
て
、
離
職
日
以
後
新
た
に
安
定
し

た
職
業
に
就
い
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
以

内
に
そ
の
者
の
責
め
に
帰
す
べ
き
理
由
又
は
そ
の
者

の
都
合
に
よ
ら
な
い
で
更
に
離
職
し
、
か
つ
、
そ
の

離
職
の
日
が
離
職
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を

経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
あ
る
も
の

二
　
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
手
帳
の
発
給
を

受
け
た
後
に
お
い
て
、
新
た
に
安
定
し
た
職
業
に
就

い
た
こ
と
に
よ
り
そ
の
手
帳
が
同
条
第
四
項
の
規
定

に
よ
り
効
力
を
失
つ
た
者
で
あ
つ
て
、
当
該
職
業
に

就
い
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
以
内
に
そ
の

者
の
責
め
に
帰
す
べ
き
理
由
又
は
そ
の
者
の
都
合
に

よ
ら
な
い
で
更
に
離
職
し
、
か
つ
、
そ
の
離
職
の
日

が
離
職
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
経
過
す
る

日
ま
で
の
間
に
あ
る
も
の

（
手
帳
の
発
給
の
申
請
）

第
四
条
　
手
帳
の
発
給
の
申
請
は
、
法
第
二
条
第
二
項
に

規
定
す
る
減
船
に
伴
う
離
職
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る

書
類
を
添
え
て
、
離
職
日
（
前
条
の
規
定
に
よ
る
申
請

に
あ
つ
て
は
、
同
条
各
号
の
そ
の
離
職
の
日
）
の
翌
日

か
ら
起
算
し
て
三
月
以
内
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
天
災
そ
の
他
申
請
を
し
な
か
つ
た
こ
と

に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の

限
り
で
な
い
。

２
　
前
項
た
だ
し
書
の
場
合
に
お
け
る
申
請
は
、
そ
の
理

由
が
や
ん
だ
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
以
内
に
行

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
手
帳
の
発
給
等
）

第
五
条
　
公
共
職
業
安
定
所
長
は
、
手
帳
の
発
給
の
申
請

が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
請
を
し
た
者
に
つ

い
て
、
法
第
四
条
第
一
項
又
は
第
三
条
の
二
の
規
定
に

よ
る
認
定
を
し
た
と
き
は
そ
の
者
に
対
し
て
手
帳
を
発

給
し
、
当
該
認
定
を
し
な
い
こ
と
と
し
た
と
き
は
そ
の

旨
を
文
書
に
よ
り
そ
の
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

（
手
帳
の
返
納
）

第
六
条
　
手
帳
の
発
給
を
受
け
た
者
は
、
法
第
四
条
第
四

項
の
規
定
に
よ
り
当
該
手
帳
が
そ
の
効
力
を
失
つ
た
と

き
、
又
は
第
三
条
に
規
定
す
る
期
間
が
経
過
し
た
と
き

は
、
速
や
か
に
、
当
該
手
帳
を
公
共
職
業
安
定
所
長
に

返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
就
職
指
導
を
受
け
る
た
め
の
出
頭
）

第
七
条
　
法
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
手
帳
所
持
者

（
以
下
「
手
帳
所
持
者
」
と
い
う
。
）
の
同
条
第
三
項
本

文
の
規
定
に
よ
る
出
頭
の
回
数
は
、
四
週
間
に
一
回
と

す
る
。

２
　
法
第
五
条
第
三
項
た
だ
し
書
の
場
合
に
お
い
て
は
、

手
帳
所
持
者
は
、
当
該
理
由
が
や
ん
だ
日
の
翌
日
か
ら

起
算
し
て
一
週
間
以
内
に
、
公
共
職
業
安
定
所
に
出
頭

し
、
当
該
理
由
を
記
載
し
た
文
書
を
公
共
職
業
安
定
所

長
に
提
出
し
た
上
、
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
就
職
指

導
（
以
下
「
就
職
指
導
」
と
い
う
。
）
を
受
け
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
手
帳
の
提
出
）

第
八
条
　
手
帳
所
持
者
は
、
就
職
指
導
を
受
け
る
と
き

は
、
そ
の
都
度
、
手
帳
を
提
出
し
、
就
職
指
導
に
関
し

て
必
要
な
事
項
の
記
載
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
法
第
五
条
第
三
項
第
五
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め

る
理
由
）

第
九
条
　
法
第
五
条
第
三
項
第
五
号
の
厚
生
労
働
省
令
で

定
め
る
理
由
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
同
居
の
親
族
（
届
出
を
し
て
い
な
い
が
、
事
実
上

そ
の
者
と
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含

む
。
以
下
同
じ
。
）
の
疾
病
又
は
負
傷
で
あ
つ
て
当

該
手
帳
所
持
者
の
看
護
を
必
要
と
す
る
も
の

二
　
同
居
の
親
族
の
婚
姻
又
は
葬
祭

三
　
選
挙
権
そ
の
他
公
民
と
し
て
の
権
利
の
行
使

四
　
法
第
五
条
第
三
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
及
び

前
三
号
に
掲
げ
る
理
由
に
準
ず
る
理
由
で
あ
つ
て
公

共
職
業
安
定
所
長
が
や
む
を
得
な
い
と
認
め
る
も
の

附
　
則
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
三
年
一
月
二
日
か
ら
施
行

す
る
。

２
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
十
年
六
月
三
十
日
限
り
、
そ
の

効
力
を
失
う
。
た
だ
し
、
こ
の
省
令
の
失
効
の
際
現
に

手
帳
所
持
者
で
あ
る
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
手
帳
が
失

効
す
る
日
ま
で
の
間
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

３
　
漁
業
離
職
者
で
あ
つ
て
、
離
職
日
が
こ
の
省
令
の
施

行
の
日
前
で
あ
る
も
の
に
対
す
る
第
三
条
、
第
四
条
第

一
項
、
第
十
一
条
第
一
項
、
第
十
四
条
及
び
第
十
五
条

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
離

職
日
の
翌
日
」
と
あ
る
の
は
、
「
こ
の
省
令
の
施
行
の

日
」
と
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
三
年
四
月
五
日
労
働
省
令
第

一
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の

国
際
協
定
の
締
結
等
に
伴
う
漁
業
離
職
者
に
関
す
る
臨

時
措
置
法
施
行
規
則
の
規
定
は
、
昭
和
五
十
三
年
四
月

一
日
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
四
年
一
月
二
五
日
労
働
省
令

第
一
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
国
際
協
定
の
締
結
等
に
伴
う
漁
業
離
職
者
に
関
す
る

臨
時
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
二
年
政
令
第
三
百
二

十
九
号
）
別
表
第
二
号
の
二
、
第
十
号
の
二
及
び
第
二

十
四
号
に
掲
げ
る
業
種
に
従
事
し
て
い
た
漁
業
離
職
者

で
あ
つ
て
、
離
職
日
が
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
で
あ

る
も
の
に
対
す
る
国
際
協
定
の
締
結
等
に
伴
う
漁
業
離

職
者
に
関
す
る
臨
時
措
置
法
施
行
規
則
第
三
条
、
第
三

条
の
二
、
第
四
条
第
一
項
、
第
十
一
条
第
一
項
、
第
十

四
条
及
び
第
十
五
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第

三
条
、
第
三
条
の
二
、
第
十
一
条
第
一
項
、
第
十
四
条

及
び
第
十
五
条
の
規
定
中
「
離
職
日
の
翌
日
」
と
あ
る

の
は
「
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
」
と
、
第
四
条
第
一
項

中
「
離
職
日
（
前
条
の
規
定
に
よ
る
申
請
に
あ
つ
て

は
、
同
条
各
号
の
そ
の
離
職
の
日
）
の
翌
日
」
と
あ
る

の
は
「
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
（
前
条
第
一
号
に
該
当

す
る
者
で
同
号
の
そ
の
離
職
の
日
が
こ
の
省
令
の
施
行

の
日
後
で
あ
る
も
の
及
び
同
条
第
二
号
に
該
当
す
る
者

に
係
る
同
条
の
規
定
に
よ
る
申
請
に
あ
つ
て
は
、
同
条

各
号
の
そ
の
離
職
の
日
の
翌
日
）
」
と
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
四
年
一
二
月
一
八
日
労
働
省

令
第
三
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
五
年
四
月
五
日
労
働
省
令
第

一
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
五
十

五
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
五
年
五
月
三
一
日
労
働
省
令

第
一
六
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
国
際
協
定
の
締
結
等
に
伴
う
漁
業
離
職
者
に
関
す
る

臨
時
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
二
年
政
令
第
三
百
二

十
九
号
）
別
表
第
九
号
の
二
に
掲
げ
る
業
種
に
係
る
漁

業
に
従
事
し
て
い
た
漁
業
離
職
者
で
あ
つ
て
、
離
職
日

が
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
で
あ
る
も
の
に
対
す
る
国

際
協
定
の
締
結
等
に
伴
う
漁
業
離
職
者
に
関
す
る
臨
時

措
置
法
施
行
規
則
第
三
条
、
第
三
条
の
二
、
第
四
条
第

一
項
、
第
十
一
条
第
一
項
、
第
十
四
条
及
び
第
十
五
条

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
三
条
、
第
三
条
の

二
、
第
十
一
条
第
一
項
、
第
十
四
条
及
び
第
十
五
条
の

規
定
中
「
離
職
日
の
翌
日
」
と
あ
る
の
は
「
こ
の
省
令

の
施
行
の
日
」
と
、
第
四
条
第
一
項
中
「
離
職
日
（
前

条
の
規
定
に
よ
る
申
請
に
あ
つ
て
は
、
同
条
各
号
の
そ

の
離
職
の
日
）
の
翌
日
」
と
あ
る
の
は
「
こ
の
省
令
の

施
行
の
日
（
前
条
第
一
号
に
該
当
す
る
者
で
同
号
の
そ

の
離
職
の
日
が
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
以
後
で
あ
る
も

の
及
び
同
条
第
二
号
に
該
当
す
る
者
に
係
る
同
条
の
規

定
に
よ
る
申
請
に
あ
つ
て
は
、
同
条
各
号
の
そ
の
離
職

の
日
の
翌
日
）
」
と
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
六
年
一
月
一
七
日
労
働
省
令

第
一
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
国
際
協
定
の
締
結
等
に
伴
う
漁
業
離
職
者
に
関
す
る

臨
時
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
二
年
政
令
第
三
百
二

十
九
号
）
別
表
第
一
号
の
二
に
掲
げ
る
業
種
に
係
る
漁

業
に
従
事
し
て
い
た
漁
業
離
職
者
で
あ
つ
て
、
離
職
日

が
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
で
あ
る
も
の
に
対
す
る
国

際
協
定
の
締
結
等
に
伴
う
漁
業
離
職
者
に
関
す
る
臨
時

措
置
法
施
行
規
則
第
三
条
、
第
三
条
の
二
、
第
四
条
第

一
項
、
第
十
一
条
第
一
項
、
第
十
四
条
及
び
第
十
五
条

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
三
条
、
第
三
条
の

二
、
第
十
一
条
第
一
項
、
第
十
四
条
及
び
第
十
五
条
の

規
定
中
「
離
職
日
の
翌
日
」
と
あ
る
の
は
「
こ
の
省
令

の
施
行
の
日
」
と
、
第
四
条
第
一
項
中
「
離
職
日
（
前

条
の
規
定
に
よ
る
申
請
に
あ
つ
て
は
、
同
条
各
号
の
そ

の
離
職
の
日
）
の
翌
日
」
と
あ
る
の
は
「
こ
の
省
令
の

施
行
の
日
（
前
条
第
一
号
に
該
当
す
る
者
で
同
号
の
そ

1



の
離
職
の
日
が
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
以
後
で
あ
る
も

の
及
び
同
条
第
二
号
に
該
当
す
る
者
に
係
る
同
条
の
規

定
に
よ
る
申
請
に
あ
つ
て
は
、
同
条
各
号
の
そ
の
離
職

の
日
の
翌
日
）
」
と
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
六
年
五
月
二
八
日
労
働
省
令

第
二
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
雇
用
に
係
る
給
付
金
等
の
整
備

充
実
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律

（
以
下
「
整
備
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
（
昭
和
五

十
六
年
六
月
八
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
国
際
協
定
の
締
結
等
に
伴
う
漁
業
離
職
者
に
関
す
る

臨
時
措
置
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措

置
）

第
八
条
　
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
際
協
定
の

締
結
等
に
伴
う
漁
業
離
職
者
に
関
す
る
臨
時
措
置
法
施

行
規
則
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
旧
規
則
」
と
い

う
。
）
第
十
条
、
第
十
一
条
並
び
に
第
十
九
条
第
一
項

及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
施
行
日
前
に
旧
漁
業
離
職
者

法
第
四
条
第
一
項
又
は
旧
規
則
第
三
条
の
二
の
規
定
に

よ
る
漁
業
離
職
者
求
職
手
帳
の
発
給
を
受
け
た
者
（
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
「
手
帳
所
持
者
」
と
い
う
。
）
に

つ
い
て
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と

と
さ
れ
た
旧
規
則
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
就
職
促
進

手
当
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
が
公
共
職
業

安
定
所
長
の
指
示
し
た
公
共
職
業
訓
練
施
設
の
行
う
職

業
訓
練
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
公
共
職

業
訓
練
」
と
い
う
。
）
を
受
け
る
た
め
に
待
期
し
、
又

は
公
共
職
業
安
定
所
長
の
指
示
に
よ
り
職
業
訓
練
（
求

職
者
を
作
業
環
境
に
適
応
さ
せ
る
訓
練
を
含
む
。
以
下

同
じ
。
）
を
受
け
る
場
合
に
お
い
て
、
同
項
の
規
定
に

よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
旧
規
則

第
十
条
の
規
定
に
よ
る
訓
練
待
期
手
当
又
は
次
項
の
規

定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
訓
練

手
当
若
し
く
は
雇
用
対
策
法
施
行
規
則
第
二
条
の
規
定

に
よ
る
訓
練
手
当
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
と
な
つ
た
と

き
は
、
当
該
公
共
職
業
訓
練
を
受
け
る
た
め
に
待
期

し
、
又
は
当
該
職
業
訓
練
を
受
け
る
間
は
、
就
職
促
進

手
当
は
支
給
し
な
い
も
の
と
す
る
。
そ
の
者
が
正
当
な

理
由
が
な
く
当
該
職
業
訓
練
を
受
け
な
か
つ
た
た
め
に

こ
れ
ら
の
訓
練
手
当
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な

く
な
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
た
め
に
そ
の
支
給

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
間
も
、
同
様
と
す
る
。

３
　
手
帳
所
持
者
が
、
公
共
職
業
安
定
所
長
の
指
示
に
よ

り
広
範
囲
の
地
域
に
わ
た
る
求
職
活
動
を
施
行
日
前
に

開
始
し
た
場
合
に
お
け
る
旧
規
則
第
十
二
条
第
一
項
の

広
域
求
職
活
動
費
、
公
共
職
業
安
定
所
の
紹
介
し
た
職

業
に
就
く
た
め
、
又
は
公
共
職
業
安
定
所
長
の
指
示
し

た
職
業
訓
練
を
受
け
る
た
め
の
移
転
を
施
行
日
前
に
開

始
し
た
場
合
に
お
け
る
旧
規
則
第
十
三
条
第
一
項
の
移

転
費
、
事
業
を
施
行
日
前
に
開
始
し
た
場
合
に
お
け
る

旧
規
則
第
十
四
条
第
一
項
の
自
営
支
度
金
、
公
共
職
業

安
定
所
の
紹
介
に
よ
り
施
行
日
前
に
雇
い
入
れ
ら
れ
た

場
合
に
お
け
る
旧
規
則
第
十
五
条
の
再
就
職
奨
励
金
及

び
旧
規
則
第
十
六
条
の
雇
用
奨
励
金
、
公
共
職
業
安
定

所
長
の
指
示
に
よ
り
職
業
訓
練
を
施
行
日
前
に
受
け
始

め
た
場
合
に
お
け
る
旧
規
則
第
十
七
条
第
一
項
の
訓
練

手
当
並
び
に
作
業
環
境
に
適
応
さ
せ
る
訓
練
を
施
行
日

前
に
受
け
始
め
た
場
合
に
お
け
る
旧
規
則
第
十
八
条
第

一
項
の
職
場
適
応
訓
練
費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
七
年
一
二
月
一
七
日
労
働
省

令
第
三
八
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
国
際
協
定
の
締
結
等
に
伴
う
漁
業
離
職
者
に
関
す
る

臨
時
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
二
年
政
令
第
三
百
二

十
九
号
）
別
表
第
二
号
の
三
に
掲
げ
る
業
種
に
係
る
漁

業
に
従
事
し
て
い
た
漁
業
離
職
者
で
あ
つ
て
、
離
職
日

が
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
で
あ
る
も
の
（
次
項
に
お

い
て
「
対
象
漁
業
離
職
者
」
と
い
う
。
）
に
対
す
る
国

際
協
定
の
締
結
等
に
伴
う
漁
業
離
職
者
に
関
す
る
臨
時

措
置
法
施
行
規
則
第
三
条
、
第
三
条
の
二
及
び
第
四
条

第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
三
条
及
び
第

三
条
の
二
の
規
定
中
「
離
職
日
の
翌
日
」
と
あ
る
の
は

「
国
際
協
定
の
締
結
等
に
伴
う
漁
業
離
職
者
に
関
す
る

臨
時
措
置
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
昭

和
五
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
八
号
。
以
下
「
昭
和
五

十
七
年
改
正
規
則
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
」
と
、

第
四
条
第
一
項
の
規
定
中
「
離
職
日
（
前
条
の
規
定
に

よ
る
申
請
に
あ
つ
て
は
、
同
条
各
号
の
そ
の
離
職
の

日
）
の
翌
日
」
と
あ
る
の
は
「
昭
和
五
十
七
年
改
正
規

則
の
施
行
の
日
（
前
条
第
一
号
に
該
当
す
る
者
で
同
号

の
そ
の
離
職
の
日
が
昭
和
五
十
七
年
改
正
規
則
の
施
行

の
日
以
後
で
あ
る
も
の
及
び
同
条
第
二
号
に
該
当
す
る

者
に
係
る
同
条
の
規
定
に
よ
る
申
請
に
あ
つ
て
は
、
同

条
各
号
の
そ
の
離
職
の
日
の
翌
日
）
」
と
す
る
。

３
　
対
象
漁
業
離
職
者
に
対
す
る
雇
用
対
策
法
施
行
規
則

（
昭
和
四
十
一
年
労
働
省
令
第
二
十
三
号
）
第
一
条
第

一
項
第
五
号
並
び
に
第
六
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
二

項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
一
条
第
一
項
第
五

号
及
び
第
六
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
中
「
離
職
日
の

翌
日
」
と
あ
る
の
は
「
国
際
協
定
の
締
結
等
に
伴
う
漁

業
離
職
者
に
関
す
る
臨
時
措
置
法
施
行
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
省
令
（
昭
和
五
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
八

号
。
以
下
「
昭
和
五
十
七
年
改
正
規
則
」
と
い
う
。
）

の
施
行
の
日
」
と
、
同
条
第
二
項
の
規
定
中
「
当
該
各

号
に
規
定
す
る
離
職
の
日
の
翌
日
」
と
あ
る
の
は
「
昭

和
五
十
七
年
改
正
規
則
の
施
行
の
日
」
と
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
八
年
六
月
三
〇
日
労
働
省
令

第
二
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
〇
年
一
二
月
三
日
労
働
省
令

第
二
四
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
国
際
協
定
の
締
結
等
に
伴
う
漁
業
離
職
者
に
関
す
る

臨
時
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
二
年
政
令
第
三
百
二

十
九
号
）
別
表
第
九
号
又
は
第
十
六
号
に
掲
げ
る
業
種

に
係
る
漁
業
に
従
事
し
て
い
た
漁
業
離
職
者
で
あ
つ

て
、
離
職
日
が
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
で
あ
る
も
の

（
次
項
に
お
い
て
「
対
象
漁
業
離
職
者
」
と
い
う
。
）
に

対
す
る
国
際
協
定
の
締
結
等
に
伴
う
漁
業
離
職
者
に
関

す
る
臨
時
措
置
法
施
行
規
則
第
三
条
、
第
三
条
の
二
及

び
第
四
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
三

条
及
び
第
三
条
の
二
中
「
離
職
日
の
翌
日
」
と
あ
る
の

は
「
国
際
協
定
の
締
結
等
に
伴
う
漁
業
離
職
者
に
関
す

る
臨
時
措
置
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
昭
和
六
十
年
労
働
省
令
第
二
十
四
号
。
以
下
「
昭
和

六
十
年
改
正
規
則
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
」
と
、

第
四
条
第
一
項
中
「
離
職
日
（
前
条
の
規
定
に
よ
る
申

請
に
あ
つ
て
は
、
同
条
各
号
の
そ
の
離
職
の
日
）
の
翌

日
」
と
あ
る
の
は
「
昭
和
六
十
年
改
正
規
則
の
施
行
の

日
（
前
条
第
一
号
に
該
当
す
る
者
で
同
号
の
そ
の
離
職

の
日
が
昭
和
六
十
年
改
正
規
則
の
施
行
の
日
以
後
で
あ

る
も
の
及
び
同
条
第
二
号
に
該
当
す
る
者
に
係
る
同
条

の
規
定
に
よ
る
申
請
に
あ
つ
て
は
、
同
条
各
号
の
そ
の

離
職
の
日
の
翌
日
）
」
と
す
る
。

３
　
対
象
漁
業
離
職
者
に
対
す
る
雇
用
対
策
法
施
行
規
則

（
昭
和
四
十
一
年
労
働
省
令
第
二
十
三
号
）
第
一
条
第

一
項
第
五
号
並
び
に
第
六
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
二

項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
一
条
第
一
項
第
五

号
及
び
第
六
条
第
一
項
第
三
号
中
「
離
職
日
の
翌
日
」

と
あ
る
の
は
「
国
際
協
定
の
締
結
等
に
伴
う
離
職
者
に

関
す
る
臨
時
措
置
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省

令
（
昭
和
六
十
年
労
働
省
令
第
二
十
四
号
。
以
下
「
昭

和
六
十
年
改
正
規
則
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
」
と
、

同
条
第
二
項
中
「
当
該
各
号
に
規
定
す
る
離
職
の
日
の

翌
日
」
と
あ
る
の
は
「
昭
和
六
十
年
改
正
規
則
の
施
行

の
日
」
と
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
一
年
七
月
二
九
日
労
働
省
令

第
二
七
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
国
際
協
定
の
締
結
等
に
伴
う
漁
業
離
職
者
に
関
す
る

臨
時
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
二
年
政
令
第
三
百
二

十
九
号
）
別
表
第
三
号
に
掲
げ
る
業
種
に
係
る
漁
業
に

従
事
し
て
い
た
漁
業
離
職
者
で
あ
つ
て
、
離
職
日
が
こ

の
省
令
の
施
行
の
日
前
で
あ
る
も
の
（
次
項
に
お
い
て

「
対
象
漁
業
離
職
者
」
と
い
う
。
）
に
対
す
る
国
際
協
定

の
締
結
等
に
伴
う
漁
業
離
職
者
に
関
す
る
臨
時
措
置
法

施
行
規
則
第
三
条
、
第
三
条
の
二
及
び
第
四
条
第
一
項

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
三
条
及
び
第
三
条
の

二
中
「
離
職
日
の
翌
日
」
と
あ
る
の
は
「
国
際
協
定
の

締
結
等
に
伴
う
漁
業
離
職
者
に
関
す
る
臨
時
措
置
法
施

行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
昭
和
六
十
一
年
労

働
省
令
第
二
十
七
号
。
以
下
「
昭
和
六
十
一
年
改
正
規

則
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
」
と
、
第
四
条
第
一
項

中
「
離
職
日
（
前
条
の
規
定
に
よ
る
申
請
に
あ
つ
て

は
、
同
条
各
号
の
そ
の
離
職
の
日
）
の
翌
日
」
と
あ
る

の
は
「
昭
和
六
十
一
年
改
正
規
則
の
施
行
の
日
（
前
条

第
一
号
に
該
当
す
る
者
で
同
号
の
そ
の
離
職
の
日
が
昭

和
六
十
一
年
改
正
規
則
の
施
行
の
日
以
後
で
あ
る
も
の

及
び
同
条
第
二
号
に
該
当
す
る
者
に
係
る
同
条
の
規
定

に
よ
る
申
請
に
あ
つ
て
は
、
同
条
各
号
の
そ
の
離
職
の

日
の
翌
日
）
」
と
す
る
。

３
　
対
象
漁
業
離
職
者
に
対
す
る
雇
用
対
策
法
施
行
規
則

（
昭
和
四
十
一
年
労
働
省
令
第
二
十
三
号
）
第
一
条
第

一
項
第
五
号
並
び
に
第
六
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
二

項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
一
条
第
一
項
第
五

号
及
び
第
六
条
第
一
項
第
三
号
中
「
離
職
日
の
翌
日
」

と
あ
る
の
は
「
国
際
協
定
の
締
結
等
に
伴
う
漁
業
離
職

者
に
関
す
る
臨
時
措
置
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
省
令
（
昭
和
六
十
一
年
労
働
省
令
第
二
十
七
号
。
以

下
「
昭
和
六
十
一
年
改
正
規
則
」
と
い
う
。
）
の
施
行

の
日
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
当
該
各
号
に
規
定
す
る

離
職
の
日
の
翌
日
」
と
あ
る
の
は
、
「
昭
和
六
十
一
年

改
正
規
則
の
施
行
の
日
」
と
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
一
年
九
月
三
〇
日
労
働
省
令

第
三
二
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
国
際
協
定
の
締
結
等
に
伴
う
漁
業
離
職
者
に
関
す
る

臨
時
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
二
年
政
令
第
三
百
二

十
九
号
）
別
表
第
一
号
、
第
十
二
号
、
第
十
三
号
及
び

第
十
三
号
の
二
に
掲
げ
る
業
種
に
係
る
漁
業
に
従
事
し

て
い
た
漁
業
離
職
者
で
あ
つ
て
、
離
職
日
が
こ
の
省
令

の
施
行
の
日
前
で
あ
る
も
の
（
次
項
に
お
い
て
「
対
象

漁
業
離
職
者
」
と
い
う
。
）
に
対
す
る
国
際
協
定
の
締

結
等
に
伴
う
漁
業
離
職
者
に
関
す
る
臨
時
措
置
法
施
行

規
則
第
三
条
、
第
三
条
の
二
及
び
第
四
条
第
一
項
の
規

2



定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
三
条
及
び
第
三
条
の
二
中

「
離
職
日
の
翌
日
」
と
あ
る
の
は
「
国
際
協
定
の
締
結

等
に
伴
う
漁
業
離
職
者
に
関
す
る
臨
時
措
置
法
施
行
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
昭
和
六
十
一
年
労
働
省

令
第
三
十
二
号
。
以
下
「
昭
和
六
十
一
年
改
正
規
則
」

と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
」
と
、
第
四
条
第
一
項
中

「
離
職
日
（
前
条
の
規
定
に
よ
る
申
請
に
あ
つ
て
は
、

同
条
各
号
の
そ
の
離
職
の
日
）
の
翌
日
」
と
あ
る
の
は

「
昭
和
六
十
一
年
改
正
規
則
の
施
行
の
日
（
前
条
第
一

号
に
該
当
す
る
者
で
同
号
の
そ
の
離
職
の
日
が
昭
和
六

十
一
年
改
正
規
則
の
施
行
の
日
以
後
で
あ
る
も
の
及
び

同
条
第
二
号
に
該
当
す
る
者
に
係
る
同
条
の
規
定
に
よ

る
申
請
に
あ
つ
て
は
、
同
条
各
号
の
そ
の
離
職
の
日
の

翌
日
）
」
と
す
る
。

３
　
対
象
漁
業
離
職
者
に
対
す
る
雇
用
対
策
法
施
行
規
則

（
昭
和
四
十
一
年
労
働
省
令
第
二
十
三
号
）
第
一
条
第

一
項
第
五
号
並
び
に
第
六
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
二

項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
一
条
第
一
項
第
五

号
及
び
第
六
条
第
一
項
第
三
号
中
「
離
職
日
の
翌
日
」

と
あ
る
の
は
「
国
際
協
定
の
締
結
等
に
伴
う
漁
業
離
職

者
に
関
す
る
臨
時
措
置
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
省
令
（
昭
和
六
十
一
年
労
働
省
令
第
三
十
二
号
。
以

下
「
昭
和
六
十
一
年
改
正
規
則
」
と
い
う
。
）
の
施
行

の
日
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
当
該
各
号
に
規
定
す
る

離
職
の
日
の
翌
日
」
と
あ
る
の
は
「
昭
和
六
十
一
年
改

正
規
則
の
施
行
の
日
」
と
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
三
年
五
月
六
日
労
働
省
令
第

一
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
年
三
月
一
四
日
労
働
省
令
第

三
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
国
際
協
定
の
締
結
等
に
伴
う
漁
業
離
職
者
に
関
す
る

臨
時
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
二
年
政
令
第
三
百
二

十
九
号
）
別
表
第
二
号
の
三
に
掲
げ
る
業
種
に
係
る
漁

業
に
従
事
し
て
い
た
漁
業
離
職
者
で
あ
っ
て
、
離
職
日

が
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
で
あ
る
も
の
（
次
項
に
お

い
て
「
対
象
漁
業
離
職
者
」
と
い
う
。
）
に
対
す
る
国

際
協
定
の
締
結
等
に
伴
う
漁
業
離
職
者
に
関
す
る
臨
時

措
置
法
施
行
規
則
第
三
条
、
第
三
条
の
二
及
び
第
四
条

第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
三
条
及
び
第

三
条
の
二
中
「
離
職
日
の
翌
日
」
と
あ
る
の
は
「
国
際

協
定
の
締
結
等
に
伴
う
漁
業
離
職
者
に
関
す
る
臨
時
措

置
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
二
年

労
働
省
令
第
三
号
。
以
下
「
平
成
二
年
改
正
規
則
」
と

い
う
。
）
の
施
行
の
日
」
と
、
第
四
条
第
一
項
中
「
離

職
日
（
前
条
の
規
定
に
よ
る
申
請
に
あ
つ
て
は
、
同
条

各
号
の
そ
の
離
職
日
）
の
翌
日
」
と
あ
る
の
は
「
平
成

二
年
改
正
規
則
の
施
行
の
日
（
前
条
第
一
号
に
該
当
す

る
者
で
同
号
の
そ
の
離
職
の
日
が
平
成
二
年
改
正
規
則

の
施
行
の
日
以
後
で
あ
る
も
の
及
び
同
条
第
二
号
に
該

当
す
る
者
に
係
る
同
条
の
規
定
に
よ
る
申
請
に
あ
つ
て

は
、
同
条
各
号
の
そ
の
離
職
の
日
の
翌
日
）
」
と
す
る
。

３
　
対
象
漁
業
離
職
者
に
対
す
る
雇
用
対
策
法
施
行
規
則

（
昭
和
四
十
一
年
労
働
省
令
第
二
十
三
号
）
第
一
条
第

一
項
第
五
号
並
び
に
第
六
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
二

項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
一
条
第
一
項
第
五

号
及
び
第
六
条
第
一
項
第
三
号
中
「
離
職
日
の
翌
日
」

と
あ
る
の
は
「
国
際
協
定
の
締
結
等
に
伴
う
漁
業
離
職

者
に
関
す
る
臨
時
措
置
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
省
令
（
平
成
二
年
労
働
省
令
第
三
号
。
以
下
「
平
成

二
年
改
正
規
則
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
」
と
、
同

条
第
二
項
中
「
当
該
各
号
に
規
定
す
る
離
職
の
日
の
翌

日
」
と
あ
る
の
は
「
平
成
二
年
改
正
規
則
の
施
行
の

日
」
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
年
一
二
月
二
五
日
労
働
省
令

第
二
九
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
国
際
協
定
の
締
結
等
に
伴
う
漁
業
離
職
者
に
関
す
る

臨
時
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
二
年
政
令
第
三
百
二

十
九
号
）
別
表
第
二
号
に
掲
げ
る
業
種
に
係
る
漁
業
に

従
事
し
て
い
た
漁
業
離
職
者
で
あ
っ
て
、
離
職
日
が
こ

の
省
令
の
施
行
の
日
前
で
あ
る
も
の
（
次
項
に
お
い
て

「
対
象
漁
業
離
職
者
」
と
い
う
。
）
に
対
す
る
国
際
協
定

の
締
結
等
に
伴
う
漁
業
離
職
者
に
関
す
る
臨
時
措
置
法

施
行
規
則
第
三
条
、
第
三
条
の
二
及
び
第
四
条
第
一
項

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
三
条
及
び
第
三
条
の

二
中
「
離
職
日
の
翌
日
」
と
あ
る
の
は
「
国
際
協
定
の

締
結
等
に
伴
う
漁
業
離
職
者
に
関
す
る
臨
時
措
置
法
施

行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
三
年
労
働
省

令
第
二
十
九
号
。
以
下
「
平
成
三
年
改
正
規
則
」
と
い

う
。
）
の
施
行
の
日
」
と
、
第
四
条
第
一
項
中
「
離
職

日
（
前
条
の
規
定
に
よ
る
申
請
に
あ
つ
て
は
、
同
条
各

号
の
そ
の
離
職
の
日
）
の
翌
日
」
と
あ
る
の
は
「
平
成

三
年
改
正
規
則
の
施
行
の
日
（
前
条
第
一
号
に
該
当
す

る
者
で
同
号
の
そ
の
離
職
の
日
が
平
成
三
年
改
正
規
則

の
施
行
の
日
以
後
で
あ
る
も
の
及
び
同
条
第
二
号
に
該

当
す
る
者
に
係
る
同
条
の
規
定
に
よ
る
申
請
に
あ
つ
て

は
、
同
条
各
号
の
そ
の
離
職
の
日
の
翌
日
）
」
と
す
る
。

３
　
対
象
漁
業
離
職
者
に
対
す
る
雇
用
対
策
法
施
行
規
則

（
昭
和
四
十
一
年
労
働
省
令
第
二
十
三
号
）
第
一
条
第

一
項
第
五
号
並
び
に
第
六
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
二

項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
一
条
第
一
項
第
五

号
及
び
第
六
条
第
一
項
第
三
号
中
「
離
職
日
の
翌
日
」

と
あ
る
の
は
「
国
際
協
定
の
締
結
等
に
伴
う
漁
業
離
職

者
に
関
す
る
臨
時
措
置
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
省
令
（
平
成
三
年
労
働
省
令
第
二
十
九
号
。
以
下

「
平
成
三
年
改
正
規
則
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
」

と
、
同
条
第
二
項
中
「
当
該
各
号
に
規
定
す
る
離
職
の

日
の
翌
日
」
と
あ
る
の
は
「
平
成
三
年
改
正
規
則
の
施

行
の
日
」
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
四
年
一
二
月
二
日
労
働
省
令
第

三
四
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
国
際
協
定
の
締
結
等
に
伴
う
漁
業
離
職
者
に
関
す
る

臨
時
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
二
年
政
令
第
三
百
二

十
九
号
）
別
表
第
九
号
及
び
第
十
二
号
に
掲
げ
る
業
種

に
係
る
漁
業
に
従
事
し
て
い
た
漁
業
離
職
者
で
あ
っ

て
、
離
職
日
が
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
で
あ
る
も
の

（
次
項
に
お
い
て
「
対
象
漁
業
離
職
者
」
と
い
う
。
）
に

対
す
る
国
際
協
定
の
締
結
等
に
伴
う
漁
業
離
職
者
に
関

す
る
臨
時
措
置
法
施
行
規
則
第
三
条
、
第
三
条
の
二
及

び
第
四
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
三

条
及
び
第
三
条
の
二
中
「
離
職
日
の
翌
日
」
と
あ
る
の

は
「
国
際
協
定
の
締
結
等
に
伴
う
漁
業
離
職
者
に
関
す

る
臨
時
措
置
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
平
成
四
年
労
働
省
令
第
三
十
四
号
。
以
下
「
平
成
四

年
改
正
規
則
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
」
と
、
第
四

条
第
一
項
中
「
離
職
日
（
前
条
の
規
定
に
よ
る
申
請
に

あ
つ
て
は
、
同
条
各
号
の
そ
の
離
職
の
日
）
の
翌
日
」

と
あ
る
の
は
「
平
成
四
年
改
正
規
則
の
施
行
の
日
（
前

条
第
一
号
に
該
当
す
る
者
で
同
号
の
そ
の
離
職
の
日
が

平
成
四
年
改
正
規
則
の
施
行
の
日
以
後
で
あ
る
も
の
及

び
同
条
第
二
号
に
該
当
す
る
者
に
係
る
同
条
の
規
定
に

よ
る
申
請
に
あ
つ
て
は
、
同
条
各
号
の
そ
の
離
職
の
日

の
翌
日
）
」
と
す
る
。

３
　
対
象
漁
業
離
職
者
に
対
す
る
雇
用
対
策
法
施
行
規
則

（
昭
和
四
十
一
年
労
働
省
令
第
二
十
三
号
）
第
一
条
第

一
項
第
五
号
並
び
に
第
六
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
二

項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
一
条
第
一
項
第
五

号
及
び
第
六
条
第
一
項
第
三
号
中
「
離
職
日
の
翌
日
」

と
あ
る
の
は
「
国
際
協
定
の
締
結
等
に
伴
う
漁
業
離
職

者
に
関
す
る
臨
時
措
置
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
省
令
（
平
成
四
年
労
働
省
令
第
三
十
四
号
。
以
下

「
平
成
四
年
改
正
規
則
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
」

と
、
同
条
第
二
項
中
「
当
該
各
号
に
規
定
す
る
離
職
の

日
の
翌
日
」
と
あ
る
の
は
「
平
成
四
年
改
正
規
則
の
施

行
の
日
」
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
五
年
六
月
二
八
日
労
働
省
令
第

二
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
六
月
二
六
日
労
働
省
令

第
二
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
一
二
月
二
四
日
労
働
省

令
第
四
三
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
国
際
協
定
の
締
結
等
に
伴
う
漁
業
離
職
者
に
関
す
る

臨
時
措
置
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成

十
年
政
令
第
四
百
七
号
）
に
よ
る
改
正
後
の
国
際
協
定

の
締
結
等
に
伴
う
漁
業
離
職
者
に
関
す
る
臨
時
措
置
法

施
行
令
（
昭
和
五
十
二
年
政
令
第
三
百
二
十
九
号
）
別

表
第
六
号
に
掲
げ
る
業
種
に
係
る
漁
業
に
従
事
し
て
い

た
漁
業
離
職
者
で
あ
っ
て
、
離
職
日
が
こ
の
省
令
の
施

行
の
日
前
で
あ
る
も
の
（
次
項
に
お
い
て
「
対
象
漁
業

離
職
者
」
と
い
う
。
）
に
対
す
る
国
際
協
定
の
締
結
等

に
伴
う
漁
業
離
職
者
に
関
す
る
臨
時
措
置
法
施
行
規
則

第
三
条
、
第
三
条
の
二
及
び
第
四
条
第
一
項
の
規
定
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
同
令
第
三
条
及
び
第
三
条
の
二
中

「
離
職
日
の
翌
日
」
と
あ
る
の
は
「
国
際
協
定
の
締
結

等
に
伴
う
漁
業
離
職
者
に
関
す
る
臨
時
措
置
法
施
行
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
十
年
労
働
省
令
第

四
十
三
号
。
以
下
「
平
成
十
年
改
正
規
則
」
と
い
う
。
）

の
施
行
の
日
」
と
、
同
令
第
四
条
第
一
項
中
「
離
職
日

（
前
条
の
規
定
に
よ
る
申
請
に
あ
つ
て
は
、
同
条
各
号

の
そ
の
離
職
の
日
）
の
翌
日
」
と
あ
る
の
は
「
平
成
十

年
改
正
規
則
の
施
行
の
日
（
前
条
第
一
号
に
該
当
す
る

者
で
同
号
の
そ
の
離
職
の
日
が
平
成
十
年
改
正
規
則
の

施
行
の
日
以
後
で
あ
る
も
の
及
び
同
条
第
二
号
に
該
当

す
る
者
に
係
る
同
条
の
規
定
に
よ
る
申
請
に
あ
つ
て

は
、
同
条
各
号
の
そ
の
離
職
の
日
の
翌
日
）
」
と
す
る
。

３
　
対
象
漁
業
離
職
者
に
対
す
る
雇
用
対
策
法
施
行
規
則

（
昭
和
四
十
一
年
労
働
省
令
第
二
十
三
号
）
第
一
条
第

一
項
第
五
号
並
び
に
第
六
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
二

項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
令
第
一
条
第
一
項

第
五
号
及
び
第
六
条
第
一
項
第
三
号
中
「
離
職
日
の
翌

日
」
と
あ
る
の
は
「
国
際
協
定
の
締
結
等
に
伴
う
漁
業

離
職
者
に
関
す
る
臨
時
措
置
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
省
令
（
平
成
十
年
労
働
省
令
第
四
十
三
号
。
以

下
「
平
成
十
年
改
正
規
則
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
」

と
、
同
条
第
二
項
中
「
当
該
各
号
に
規
定
す
る
離
職
の

日
の
翌
日
」
と
あ
る
の
は
「
平
成
十
年
改
正
規
則
の
施

行
の
日
」
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
〇
月
三
一
日
労
働
省

令
第
四
一
号
）
　
抄

3



（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日

（
平
成
十
三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
六
月
一
五
日
厚
生
労
働

省
令
第
一
三
〇
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
国
際
協
定
の
締
結
等
に
伴
う
漁
業
離
職
者
に
関
す
る

臨
時
措
置
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成

十
三
年
政
令
第
二
百
四
号
）
に
よ
る
改
正
後
の
国
際
協

定
の
締
結
等
に
伴
う
漁
業
離
職
者
に
関
す
る
臨
時
措
置

法
施
行
令
（
昭
和
五
十
二
年
政
令
第
三
百
二
十
九
号
）

別
表
第
十
三
号
に
掲
げ
る
業
種
に
係
る
漁
業
に
従
事
し

て
い
た
漁
業
離
職
者
で
あ
っ
て
、
離
職
日
が
こ
の
省
令

の
施
行
の
日
前
で
あ
る
も
の
（
次
項
に
お
い
て
「
対
象

漁
業
離
職
者
」
と
い
う
。
）
に
対
す
る
国
際
協
定
の
締

結
等
に
伴
う
漁
業
離
職
者
に
関
す
る
臨
時
措
置
法
施
行

規
則
第
三
条
、
第
三
条
の
二
及
び
第
四
条
第
一
項
の
規

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
令
第
三
条
及
び
第
三
条
の

二
中
「
離
職
日
の
翌
日
」
と
あ
る
の
は
「
国
際
協
定
の

締
結
等
に
伴
う
漁
業
離
職
者
に
関
す
る
臨
時
措
置
法
施

行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
十
三
年
厚
生

労
働
省
令
第
百
三
十
号
。
以
下
「
平
成
十
三
年
改
正
規

則
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
」
と
、
同
令
第
四
条
第

一
項
中
「
離
職
日
（
前
条
の
規
定
に
よ
る
申
請
に
あ
つ

て
は
、
同
条
各
号
の
そ
の
離
職
の
日
）
の
翌
日
」
と
あ

る
の
は
「
平
成
十
三
年
改
正
規
則
の
施
行
の
日
（
前
条

第
一
号
に
該
当
す
る
者
で
同
号
の
そ
の
離
職
の
日
が
平

成
十
三
年
改
正
規
則
の
施
行
の
日
以
後
で
あ
る
も
の
及

び
同
条
第
二
号
に
該
当
す
る
者
に
係
る
同
条
の
規
定
に

よ
る
申
請
に
あ
つ
て
は
、
同
条
各
号
の
そ
の
離
職
の
日

の
翌
日
）
」
と
す
る
。

３
　
対
象
漁
業
離
職
者
に
対
す
る
雇
用
対
策
法
施
行
規
則

（
昭
和
四
十
一
年
労
働
省
令
第
二
十
三
号
）
第
一
条
第

一
項
第
五
号
並
び
に
第
六
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
二

項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
令
第
一
条
第
一
項

第
五
号
及
び
第
六
条
第
一
項
第
三
号
中
「
離
職
日
の
翌

日
」
と
あ
る
の
は
「
国
際
協
定
の
締
結
等
に
伴
う
漁
業

離
職
者
に
関
す
る
臨
時
措
置
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
省
令
（
平
成
十
三
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
三
十

号
。
以
下
「
平
成
十
三
年
改
正
規
則
」
と
い
う
。
）
の

施
行
の
日
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
当
該
各
号
に
規
定

す
る
離
職
の
日
の
翌
日
」
と
あ
る
の
は
「
平
成
十
三
年

改
正
規
則
の
施
行
の
日
」
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
六
月
二
五
日
厚
生
労
働

省
令
第
一
〇
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
六
月
二
七
日
厚
生
労
働

省
令
第
一
二
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
二
月
一
八
日
厚
生
労
働

省
令
第
一
五
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
国
際
協
定
の
締
結
等
に
伴
う
漁
業
離
職
者
に
関
す
る

臨
時
措
置
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成

二
十
一
年
政
令
第
二
十
五
号
）
に
よ
る
改
正
後
の
国
際

協
定
の
締
結
等
に
伴
う
漁
業
離
職
者
に
関
す
る
臨
時
措

置
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
二
年
政
令
第
三
百
二
十
九

号
）
別
表
第
八
号
及
び
第
九
号
に
掲
げ
る
業
種
に
係
る

漁
業
に
従
事
し
て
い
た
漁
業
離
職
者
で
あ
っ
て
、
離
職

日
が
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
で
あ
る
も
の
（
次
項
に

お
い
て
「
対
象
漁
業
離
職
者
」
と
い
う
。
）
に
対
す
る

国
際
協
定
の
締
結
等
に
伴
う
漁
業
離
職
者
に
関
す
る
臨

時
措
置
法
施
行
規
則
第
三
条
、
第
三
条
の
二
及
び
第
四

条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
令
第
三
条

中
「
離
職
日
の
翌
日
」
と
あ
る
の
は
「
国
際
協
定
の
締

結
等
に
伴
う
漁
業
離
職
者
に
関
す
る
臨
時
措
置
法
施
行

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
二
十
一
年
厚
生

労
働
省
令
第
十
五
号
。
以
下
「
平
成
二
十
一
年
改
正
規

則
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
」
と
、
同
令
第
三
条
の

二
中
「
離
職
日
の
翌
日
」
と
あ
る
の
は
「
平
成
二
十
一

年
改
正
規
則
の
施
行
の
日
」
と
、
同
令
第
四
条
第
一
項

中
「
離
職
日
（
前
条
の
規
定
に
よ
る
申
請
に
あ
つ
て

は
、
同
条
各
号
の
そ
の
離
職
の
日
）
の
翌
日
」
と
あ
る

の
は
「
平
成
二
十
一
年
改
正
規
則
の
施
行
の
日
（
前
条

第
一
号
に
該
当
す
る
者
で
同
号
の
そ
の
離
職
の
日
が
平

成
二
十
一
年
改
正
規
則
の
施
行
の
日
以
後
で
あ
る
も
の

及
び
同
条
第
二
号
に
該
当
す
る
者
に
係
る
同
条
の
規
定

に
よ
る
申
請
に
あ
つ
て
は
、
同
条
各
号
の
そ
の
離
職
の

日
の
翌
日
）
」
と
す
る
。

３
　
対
象
漁
業
離
職
者
に
対
す
る
雇
用
対
策
法
施
行
規
則

（
昭
和
四
十
一
年
労
働
省
令
第
二
十
三
号
）
第
一
条
の

四
第
一
項
第
四
号
並
び
に
第
六
条
第
一
項
第
三
号
及
び

第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
令
第
一
条
第

一
項
第
四
号
中
「
離
職
日
の
翌
日
」
と
あ
る
の
は
「
国

際
協
定
の
締
結
等
に
伴
う
漁
業
離
職
者
に
関
す
る
臨
時

措
置
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
二

十
一
年
厚
生
労
働
省
令
第
十
五
号
。
以
下
「
平
成
二
十

一
年
改
正
規
則
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
」
と
、
同

令
第
六
条
第
一
項
第
三
号
中
「
離
職
日
の
翌
日
」
と
あ

る
の
は
「
平
成
二
十
一
年
改
正
規
則
の
施
行
の
日
」

と
、
同
条
第
二
項
中
「
当
該
各
号
に
規
定
す
る
離
職
の

日
の
翌
日
」
と
あ
る
の
は
「
平
成
二
十
一
年
改
正
規
則

の
施
行
の
日
」
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
六
月
二
七
日
厚
生
労
働

省
令
第
八
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
五
月
二
一
日
厚
生
労
働

省
令
第
六
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
五
月
一
八
日
厚
生
労
働
省

令
第
七
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

別
表
（
第
一
条
関
係
）

一

令
別
表
第
一
号
に
掲
げ
る

業
種
に
係
る
漁
業

昭
和
六
十
一
年

四
月
二
十
六
日

二

令
別
表
第
二
号
に
掲
げ
る

業
種
に
係
る
漁
業

昭
和
五
十
五
年

十
月
二
十
日

三

令
別
表
第
三
号
に
掲
げ
る

業
種
に
係
る
漁
業

平
成
三
年
二
月

二
十
一
日

四

令
別
表
第
四
号
に
掲
げ
る

業
種
に
係
る
漁
業

昭
和
五
十
三
年

九
月
一
日

五

令
別
表
第
五
号
に
掲
げ
る

業
種
に
係
る
漁
業

平
成
元
年
六
月

二
十
四
日

六

令
別
表
第
六
号
に
掲
げ
る

業
種
に
係
る
漁
業

平
成
十
年
十
月

三
十
一
日

七

令
別
表
第
七
号
に
掲
げ
る

業
種
に
係
る
漁
業

昭
和
五
十
二
年

四
月
二
十
二
日

八

令
別
表
第
八
号
に
掲
げ
る

業
種
に
係
る
漁
業

平
成
二
十
年
十

一
月
二
十
四
日

九

令
別
表
第
九
号
に
掲
げ
る

業
種
に
係
る
漁
業

平
成
二
十
年
十

二
月
十
二
日

十

令
別
表
第
十
号
に
掲
げ
る

業
種
に
係
る
漁
業

昭
和
五
十
二
年

四
月
二
十
二
日

十一

令
別
表
第
十
一
号
に
掲
げ

る
業
種
に
係
る
漁
業

昭
和
五
十
三
年

九
月
一
日

十二

令
別
表
第
十
二
号
に
掲
げ

る
業
種
に
係
る
漁
業

平
成
三
年
十
二

月
二
十
一
日

十三

令
別
表
第
十
三
号
に
掲
げ

る
業
種
に
係
る
漁
業

昭
和
五
十
二
年

四
月
二
十
二
日

十四

令
別
表
第
十
四
号
に
掲
げ

る
業
種
に
係
る
漁
業

昭
和
五
十
二
年

三
月
四
日

十五

令
別
表
第
十
五
号
に
掲
げ

る
業
種
に
係
る
漁
業

平
成
十
二
年
十

二
月
十
五
日

十六

令
別
表
第
十
六
号
に
掲
げ

る
業
種
に
係
る
漁
業

平
成
三
年
十
二

月
二
十
一
日
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